
 

 

 

「春のツキノワグマ被害防止キャンペーン」の開始について 
 

 

 

 

 

１ 目的 

  冬眠明けのクマの活動の活発化による人里への出没の増加や、行楽や山菜採りなどで県民

が山林に入山し、クマとの遭遇機会が増加する懸念があることから、人身被害防止のため、

県民への注意喚起を行い、県民一人ひとりの安全を最優先した行動を呼びかけるもの。 

 

２ キャンペーン期間 

令和８年４月18日（土）～５月31日（日） 44日間 

 

 

 

記 者 席 配 付 資 料 
令 和 ８ 年 ４ 月 1 7 日 
環境生活部自然保護課 

冬眠明けのクマが人里に出没し、行楽や山菜採りなどで県民が山林に入る機会が増加する季
節を迎えることから、クマによる人身被害の防止のため、県民への注意喚起を目的として、４月
18日から「春のツキノワグマ被害防止キャンペーン」を開始します。 

〔担当 自然保護課 特命参事（クマ対策） 千田 志保 TEL（019-629-5371）〕 


